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第９回青梅市教育委員会（定例会）議事日程 

 

会  期 平成２１年８月２６日（水） １日間 
場  所 教育センター会議室 
１ 教育委員長開会および開議宣言 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 報告事項 

(1) 委員長報告 

(2) 教育長報告 

４ 議案審議 

   議案第 ９号 青梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

   議案第１０号 青梅市民会館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

   議案第１１号 青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について 

   議案第１２号 青梅市立学校施設の開放に関する条例施行規則の制定について 

５ 委員長閉議および閉会宣言 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 
教育長報告（再掲） 

１ 平成２０年度教育費決算について 

２ 平成２１年度教育費補正予算について 

３ 平成２０年度青梅市学校給食会会計決算について（学校給食センター） 

４ 諸報告 

(1) 委員会等会議録 

ア 青梅市立学校給食センター運営審議会会議録（学校給食センター） 

(2) 事業等の実施予定について 

ア 第４４回青梅マラソン大会出場者募集要項について（体育課） 

イ 第２０回青梅市民スポーツ・レクリエーションフェスティバルについて（体育課） 

(3) 事業等の実施結果について 

ア 第４３回東京都市町村総合体育大会の結果について（体育課） 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 
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出 席委 員          教育委員会委員長             買手屋      仁   

教 育委 員会 委 員             小 野 具 彦 
教 育委 員会 委 員             北 島 朋 子 
教 育委 員会 委 員             畑 中 茂 雄   

                      
                   出席説明員   教 育長（再 掲 ）    畑 中 茂 雄   
                     学 校 教 育 部 長             長 澤    通 
                           社 会 教 育 部 長             山  下  正  義   
                           総 務 課 長             柳 内 秀 樹   
                           施 設 課 長             渡 辺 慶一郎   
                           指 導 室 長             宇 田   剛   
                           教育指導担当主幹    新 村 紀 昭   
                              給食センター所長             朱 通    智 

社 会 教 育 課 長             藤 野 唯 基   
郷土博物館管理課長    社会教育部長(兼務)  
美 術館管理 課 長    石 田 治 郎   
中央図書館管理課長    栗 原  秀 二   
体 育 課 長             地  引  静  雄   
国体準備担当主幹    野 嵜 松 夫   

                                   
 書      記 総 務課 庶務 係 長             永 沢 雅 文 

 総 務 課 庶 務 係             松 井 慎 治  
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午後１時 30分開会 

日程第１ 教育委員長開会および開議宣言 

【委員長】 本日の定例会には委員４名が出席しておりますので、本会議は成立いたしました。 

これより、平成２１年度第９回青梅市教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

【委員長】 本日の会議録の署名委員には、○○委員を指名いたします。 

【委員】 はい、わかりました。 

【委員長】 次に、４月１７日の第１回定例会の会議録につきましては、前回の定例会でお配り

し、ご覧いただいておりますので、よろしければこの場でご承認をいただきたいと思いますが、

ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【委員長】 ご異議がないようでございますので、第１回定例会の会議録につきましては、ご承

認いただいたということにさせていただきます。 

次に、平成２１年度第２回定例会の会議録が机上に配付されております。内容をご確認いただ

きまして、次回の定例会でご承認をいただきたいと思います。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第３ 報告事項 

 （１）委員長報告 

【委員長】 それでは、報告事項から始めます。 

まず委員長報告ですが、いかがでしょうか。 

よろしいですか。ないようでございますので、これで委員長報告を終了いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

（２）教育長報告 

１ 平成２０年度教育費決算について 

【委員長】 続きまして、教育長報告に移ります。報告事項１、平成２０年度教育費決算につい

ての説明をお願いいたします。 

【学校教育部長】 それでは、平成２０年度教育費決算についてご報告を申し上げたいと存じま

す。 

その前に、事前にお配りいたしました資料の中で、別紙３、平成２０年度における主な施策の

実施状況というものがございますが、その３ページをお開きいただきたいと存じます。縦のもの

で、その３ページに社会教育費の関係の事業が書いてございます。その１７番と１８番を削除し

ていただきたいと思います。これは長計順に並んでおりまして、この部分、１７番の市民センタ

ーにつきましては既に本庁部局の方、１８番につきましては秘書広報部門でやっておるものでご
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ざいます。謹んで訂正させていただきます。 

それでは、お配りいたしました資料、報告資料１にもとづきまして、随時ご報告させていただ

きます。 

初めに、報告資料１にございます、１ 青梅市一般会計の決算概要について、ご報告申し上げ

ます。 

平成２０年度の決算は、歳入４４９億８，４９２万１，９１０円で、対前年比で７．７％の減

となりました。この主な要因でございますが、法人税の減収がございまして、それを補てんする

ための特例交付金などを内容とする地方特例交付金が増加しておりまして、これが１２４．１％

の増加の要因となっております。 

また、国庫支出金につきましては２．５％増加、都支出金は２．８％増加、市債は３５．４％

の増加となっております。しかしながら、景気の悪化に伴いまして、市税の収入が１２．３％減

収となったことや、地方交付税が６６．７％と大幅な減収となったことなどにより、減となった

ものでございます。 

一方、歳出におきましては、４３７億４，９５０万６，２１３円でございまして、対前年度比

では６．８％の減となりました。この主な要因でございますが、性質別歳出では物件費が１．８％、

扶助費が３．２％、補助費等が１．３％など、増額が見られますものの、建設経費でございます

投資的経費が３４．４％減になったことや、１９年度にはございました永山丘陵に係る特別土地

保有税２１億円の収入、これを財政調整基金に積み立てておりますが、２０年度はないというよ

うなことから、積立金が６８．９％減になったことなど、このことが要因になっております。 

また、款別歳出では、公債費、諸支出金などの増加は見られるものの、総務費が１６．５％、

衛生費が５．６％、教育費が２７．０％と大幅な減を示しております。 

以上の結果、歳入から歳出を差し引きました形式収支が７億３，５４１万６，０００円となり、

この形式収支から翌年度へ繰り越す繰越額を差し引いたものを実施収支と申しますが、この実質

収支は６億９，１３６万６，０００円となったわけでございます。また、２０年度の実質収支か

ら１９年度の実質収支を差し引いた単年度収支、これは１億２，２９０万６，０００円のマイナ

スとなり、さらにこの単年度収支から財政調整基金の積立額や取崩額などの、いわゆる経常でな

い黒字・赤字要因を除いたもの、これを実質単年度収支と申しますが、この実質単年度収支も８

億１，５６３万８，０００円のマイナスとなっております。これを端的に、一家の家計で申しま

すと、不景気でお給料が減ってしまった。その部分を銀行からの借り入れや貯金の取り崩しで凌

ぐという傾向がより強くなった決算であるということができます。 

次に、２の教育費の決算について、初めに学校教育関係につきまして私からご報告させていた

だきます。 

別紙１の事業概要についてをご覧願いたいと存じます。 

平成２０年度におきましては、教育委員会では、記載してございますとおり、五つの基本方針

に沿って施策の展開を図ってまいりました。学校教育部ではⅠの「人権尊重の精神」と「社会貢
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献の精神」の育成を基本方針といたしまして、人権教育推進委員会や学校教育相談推進協議会な

どを活用しながら、人権教育の推進、いじめ問題、不登校児童・生徒に対する対策などに組織的

に取り組んでまいったところでございます。 

次に、Ⅱの「豊かな個性」と「創造力」の伸長を基本方針といたしまして、小・中学生の主張

大会や伝統文化奨励表彰などを通して、児童・生徒の発表する力の向上、伝統文化を継承するこ

との大切さや郷土愛の育成を図るための事業を展開したところでございます。また、児童・生徒

に確かな学力をはぐくむため、学力向上推進モデル校による研究や授業改善推進プランの改善・

充実などを図ってまいりました。さらに、小規模校対策といたしまして、小規模特別認定校制度

の導入や、特別支援にあっては情緒障害等通級指導学級の新設や学習支援員の拡充、特別支援コ

ーディネーターの活用等を図るなど、さまざまな教育振興策を展開したところでございます。 

おめくりいただきまして、最後のⅤ「市民の教育参加の促進」とございます。これを基本方針

といたしまして、青梅市教育推進プランにもとづく施策を展開する中で、地域と連携した特色あ

る学校づくり、子どもいきいき学校づくり推進事業やスクールガードリーダーの活用、青色防犯

パトロールカーの拡充を初めとする安全・安心な学校づくりを推進したところでございます。さ

らに教育環境の整備では、小学校２校、中学校２校の校舎等の耐震補強工事を初めとする施設整

備を実施いたしました。また、教育委員会がみずから事務事業の点検評価を行い、行政の透明性

と市民に対する説明責任にこたえる対応をしたところでございます。 

次に、別紙２をご覧いただきたいと思います。教育費の決算状況についてご報告いたします。 

まず、平成２０年度教育費歳入決算でございますけれども、教育使用料につきましては、前年

度対比６．４％のマイナスとなっております。 

学校教育部関係を私の方からご説明しますと、職員駐車場料金徴収を内容とする給食施設・学

校施設使用料等がありますけれども、大きな増減はございません。 

次に、教育費国庫補助金につきましては、学校教育部関係では、学校整備費補助金として第三

小学校、第五小学校、第一中学校、第三中学校、さらには霞台中学校、泉中学校を対象とした耐

震補強工事または大規模改修工事の実施による安全・安心な学校づくり交付金が２億２，２７７

万３，０００円となっており、前年度対比１億７，４１２万５，０００円の増額となっていると

ころでございます。これが国庫補助金の学校教育部関係の大きな増となっているところでござい

ます。 

次に、教育費都負担金でございますが、公立小学校水飲栓直結給水化モデル事業負担金につき

ましては、前年度に若草小学校を実施したのに続きまして、２０年度には第一小学校を実施した

ものでございます。 

次に、教育費都補助金につきましては、第三小学校、第五小学校、第一中学校、第三中学校の

学校施設耐震化に対する支援事業補助金でございまして、前年度と比較して２，２３２万   

９，０００円、全額が増額となっておるところでございます。 

次に、都の教育費委託金につきましては、学校教育部関係では前年度と比較いたしまして  
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１５５万円余の増額となっておりますけれども、これは給食センター配置栄養士の育児休暇等の

代替職員臨時賃金の増などが主な要因となっておるところでございます。 

裏面をご覧いただきたいと存じます。学校教育部関係では、ここに学校給食会貸付金元金収入、

または雑入の中の一部がございますが、これには大きな増減はございません。ただ教育債、いわ

ゆる市債でございますが、小学校２校、中学校１校等の耐震工事を対象として、合計して前年度

より２，７００万円増額の１億２００万円の借り入れを行ったところでございます。 

次に、平成２０年度教育費歳出決算をご覧いただきたいと存じます。歳出につきましては、教

育費全体の決算額では、前年度対比マイナス１９億８，３５１万６，７３３円、率にいたしまし

て、先ほど申し上げた２７％減の５３億７，２５８万７，１９０円となったところでございます。 

学校教育部関係では、教育総務費が学校給食費における退職者不補充により人事管理経費の減

を主な要因として、前年度対比３．７％減となっております。 

小学校費につきましては、先ほどからご報告申し上げているとおり、耐震工事等の実施に伴い、

学校整備費が増加したことなどから、１２．２％の増となっておるところでございます。 

また、中学校費につきましても、同様の理由により学校整備費が増加しておることに伴いまし

て、１８．２％の増となっておるところでございます。 

以上で、私からのご報告を終わらせていただきまして、次に、社会教育部関係につきましては

社会教育部長からご報告いたします。そして、引き続き平成２０年度における主な施策の実施状

況につきまして、各担当課長からご報告することといたします。 

以上でございます。 

【社会教育部長】 続きまして、社会教育部に関係いたします教育費の決算につきましてご説明

申し上げます。 

別紙１の教育委員会事業概要をご覧いただきまして、説明させていただきます。基本方針、Ⅲ

とⅣが社会教育の関係でございます。 

まずⅢ、生涯学習の推進と社会教育の充実であります。平成２０年度におきましても、生涯学

習の推進事業といたしまして、生涯学習まちづくり出前講座、生涯学習フェスティバル、釜の淵

新緑祭２００８等を開催したほか、教育委員会のホームページ上へさまざまな生涯学習の情報を

提供いたしました。また、１９年度に引き続き、地域社会において放課後子どもたちの安全で安

心な活動拠点づくりの推進を図る目的で、放課後子ども教室推進事業を霞台小学校をモデル校に、

週１回の開催のほか、夏季長期休業期間も実施をいたしました。また、市民センター改革により

まして、市民センターが市長部局へ移ったため、社会教育課に体制を集中し、各分野において生

涯学習事業を実施いたしました。施設面では、郷土博物館と青梅図書館の耐震診断調査および耐

震設計委託をそれぞれ行ったほか、市民会館の舞台調光システム等の改修を行っております。 

次に、基本方針Ⅳ、文化・スポーツ・レクリエーションの振興でありますが、郷土博物館では

旧宮崎家住宅の屋根の葺き替え整備を２カ年継続事業の１年目として実施したほか、貴重な文化

財を後世に伝えるため、文化財保存事業費補助金を交付いたしました。美術館では「多摩秀作美



 7

術展」を隔年開催にし、内容も一新して公募展「ビエンナーレＯＭＥ２００９」を開催いたしま

した。大賞には、大賞受賞史上最年少の２２歳の大学生が受賞いたしました。 

中央図書館では、前年度３月に河辺駅北口に新中央図書館をオープンいたしまして、新たなサ

ービスの展開を図るとともに、第二次青梅市子ども読書活動推進計画を策定し、２１年度から５

カ年の読書活動について、より一層の推進を図ることといたしました。 

次にスポーツ関係でありますが、市民センター改革を受けて、各地区で開催していた各種スポ

ーツ教室を開催いたしました。また、第４３回青梅マラソン大会は、天候に恵まれ、約２万人の

ランナーと多くのボランティアの協力や市民の応援により、盛大に行われました。平成２５年に

開催が内定しております第６８回国民体育大会の実施に向け、組織改正により国体準備担当を設

置いたしました。 

続きまして決算の状況でございますが、別紙２にもとづきまして、歳入から主なものについて

ご説明申し上げます。 

まず、一番上の教育使用料をご覧いただきたいと存じます。この中の右端の説明蘭の社会教育

使用料の中に、中ほどに観覧料がございます。歳入が１２０万５，０００円余でありますが、前

年度と比較いたしまして１２７万８，０００円余の減額となっております。これは、美術館の特

別展と公募展を隔年開催としたための影響によるものでございます。 

次に、経費目的４段目の教育費都補助金でありますが、１９年度に引き続き放課後子ども教室

補助金として、国と東京都でそれぞれ対象事業費の３分の１ずつ、合計９６万５，０００円の補

助がございました。 

また、経費目的５段目、都の教育委託金でありますが、２０１６年の東京オリンピック招致活

動の一環として、オリンピックムーブメント共同推進事業委託金が３８５万８，０００円余の歳

入がございました。オリンピアン等をゲストを招き、サッカー教室とトークショーを実施いたし

ました。 

次に歳出でありますが、項４ 社会教育費であります。１番の社会教育総務費でございますが、

前年度と比較いたしまして３億７，６２９万６，０００円余の減額となっております。主な要因

でありますが、市民センター改革に関連いたしまして、市民センター職員の人事管理経費が教育

費から総務費へ移ったことに伴い、減額となったものでございます。 

続きまして、３の文化財調査保護費でありますが、前年度と比較いたしまして６５４万   

３，０００円増額となっております。これは、旧宮崎家住宅整備経費２カ年継続の初年度分が増

額の要因となっております。 

続きまして、６の図書館費でありますが、前年度と比較いたしまして４億２９３万９，０００

円余の減額となっております。これは、新中央図書館開館に伴う工事費及び備品購入費等関係経

費が減額となったものでございます。 

続きまして、７の市民会館費でありますが、前年度と比較いたしまして３，２５６万 2,０００

円余の増額となっております。これは舞台照明設備等改修工事によるものが主な要因でございま
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す。 

続きまして、８番、９番の市民センター関係の経費につきましては、先ほど説明いたしました

が、市民センター改革に伴いまして、教育費から総務費に予算が変更になったものでございます。 

次に、項５ 保健体育費でございます。３の体育施設費でありますが、前年度と比較して１３

億４，８００万円余の大幅な減額となっております。これは、青梅スタジアム用地取得のための

借入償還金が主な要因となっております。 

以上で、総括的な説明を終わらせていただきまして、引き続き主な施策のうち実施状況につき

ましては、担当課長からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【教育指導担当主幹】 それでは別紙３、平成２０年度における主な施策の実施状況をご覧くだ

さい。私の方からは、学校教育部の１番、特別支援教育学習支援員の配置、２番、小・中学生の

主張大会の実施、そして６番の伝統文化奨励事業の実施についてご報告をさせていただきます。 

まず１番の特別支援教育学習支援員の配置でございますが、こちらにつきましては平成２０年

度は特別支援教育担当主幹の方で担当していたものでございます。小・中学校の通常学級の方に

学習支援員を配置いたしまして、個別の支援や指導が必要な児童・生徒に対して、生活指導およ

び教科指導の支援をしてまいるということでございます。内容につきましては、東小学校を除く

全小学校に支援員を１名、１日３時間、週３日間、年間を通して配置いたしました。また、東小

を含めて必要性の高い小学校５校につきましては、ほかに１名増員ということで、１日３時間で

週５日、年間を通して配置をいたしました。そして、東小につきましては、指導室の別予算で週

２日、１日３時間で配置をいたしました。これによって、全小学校に５日間、最低１名の支援員

が配置されるといったような形で支援をしてまいりました。 

成果と課題でございますが、学習支援員を配置することによりまして、児童・生徒の心のケア

でありますとか、学習活動の個別指導の充実を図ることができました。課題といたしましては、

各学校において活用レベルに差が生じないようにすることが必要でございまして、これについて

は指導主事による学校訪問、指導室訪問等の際に実態の把握に努め、必要な指導・助言を行って

まいりました。 

続きまして、小・中学生の主張大会でございます。これにつきましては、既にご案内のとおり、

市内の小・中学生が自分の考えや思いを発表して、自立心をはぐくむ貴重な機会ということで、

実施させていただいております。ここにありますように、応募総数が３，２９７件、そのうち第

二次審査まで残った小学生６名、中学生１０名が当日発表いたしました。入場者は２５６名とい

うことで、平成２０年１１月１日、東京都教育の日に実施をいたしました。 

成果と課題といたしましては、参加者のアンケートの中で９４％の方が、主張内容が大変よか

った、あるいはよかったと回答しております。参加者の感想には、何かの受け売りではなく、み

ずからの体験から生まれた主張ですばらしかった、発表態度も大変すばらしかったといったよう

なものを多くいただいております。課題といたしましては、参加者が１９年度と比較して２０名

ふえたということでございますが、さらにこの主張大会の参加者をふやすために、学校のみに掲
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示していた大会周知のポスターを、例えば市民センター等に掲示していただくことで周知を図っ

てまいりたいと、そのように考えてございます。 

続きまして６番の伝統文化奨励事業の実施でございます。これにつきましては、昨年度からと

いうことで、青梅市の伝統文化を継承する活動に取り組む児童・生徒を表彰するということで、

ここにございますとおり、平成２０年１１月１日、同じく小・中学生主張大会の日に表彰を行い

ました。応募総数が９７名、小学校２校から２１名、中学校３校から７６名、応募がございまし

た。そのうち、当日４８名の児童・生徒を表彰いたしました。入場者数につきましては、主張大

会と同じく２５６名ということで、主な活動内容については、お囃子、舞い、祭り囃子、獅子舞

等がございました。 

成果と課題につきましては、成果としては初年度として９７名の推薦がございまして、４８名

を表彰し、その活動内容を評価することができました。課題といたしましては、地域に偏りが生

じたこと、表彰対象となった伝統芸能にやや偏りがあったことがございましたので、今後は幅広

い地域からの応募を呼びかけていくということでございます。 

以上でございます。 

【指導室長】 それでは私の方から、３番、４番、５番、７番について報告させていただきます。 

３番の子どもいきいき学校づくり推進事業でございますけれども、平成１５年度から始まりま

した。１５年度から１８年度までの４年間は、毎年３，０００万円の予算をいただいていました

けれども、１９年度が１，８００万円、そして２０年度が１，４００万円と減っております。こ

れは各学校とも、備品等についてはかなりそれまでの予算で潤沢にいただいていたわけですので、

内容を焦点化しながら予算もだんだん減らしていくということです。特に小学校では読書活動、

それから栽培・自然体験活動が多いテーマになっています。中学校では、一番多いのが栽培・自

然体験活動、２番目が読書活動、そのような傾向となっています。 

次に、移動教室関係でございますけれども、小学校は日光方面が９校、富士方面が３校、八ヶ

岳方面が４校です。市として各家庭への小学校の移動教室の補助金は２万２，５００円になって

ございます。中学校は、ここに記載されている志賀高原、菅平等についてはスキー教室でござい

ます。平成２０年度は７校が移動教室を行いまして、４校が未実施でございますけれども、７校

のうち６校がスキー教室、１校、泉中学校でございますけれども、農業体験をしております。中

学校の移動教室に対する補助金につきましては、各家庭に対して２，９００円となっております。 

５番目の学校情報教育環境の充実でございます。右側の金額の１，６３９万円に関しましては、

平成２０年度の９月以降のコンピュータのリース料でございます。このリースというのが、西中

学校のほか３校、六中、七中、霞台中すべて更新をしました。また、市内すべての教員用のパー

ソナルコンピュータも更新したり、また泉中学校、霞台中学校には新たにＬＡＮ工事に伴い２０

台ずつ増設いたしました。そういった関係で、９月以降、コンピュータ環境を充実させるための

予算の決算でございました。 

最後に７番目の子ども体験塾でございます。昨年度、第３回目になりますけれども、子どもサ
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マーコンサートを開催いたしました。入場者数が、いわゆる観客数が６２８名、出演の児童・生

徒が２９８名、かかわったスタッフ、私ども事務局職員とボランティアの方、学校の教員を入れ

まして９８名、全部で１，０２４名のご参加と、それから児童・生徒の参加、そしてスタッフと

しての参加をいただいたところです。小学校１１校が、昨年度はこの子どもコンサートに参加し

てもらいました。 

以上です。 

【施設課長】 続きまして、１ページおめくりいただきまして、２ページでございます。８番、

小・中学校の既存施設整備につきましてご説明させていただきます。 

施設の整備につきましては、抜粋して説明させていただきますが、まず一番上にございます第

二小学校校舎改築基本設計委託についてでございます。これにつきましては、平成２１年度仮設

校舎を設置いたしまして、平成２４年度末まで行います二小の改築に伴います基本的な設計でご

ざいます。設計内容といたしましては、建物の配置、また建物の平面図・立面図の計画等でござ

いまして、グラウンドを生かした利用をどのようにしたらよろしいのかとか、防犯上の配慮はい

かにするかとか、また将来の学級数の変動に対応したつくりをするにはどうしたらよろしいかと

いった基本的な設計でございます。なお、２０年度に基本設計をいたしまして、今年度２１年度

につきましては実施設計を行うということになっているところでございます。 

続きまして、その下にございます小学校校舎等耐震補強設計委託についてでございます。こち

らにつきましては、中ほどにもございます西中学校校舎等耐震補強設計ということで、同じ設計

委託でございますが、まず小学校につきましてはお示しのとおり河辺、新町、今井、若草小の４

校につきまして設計委託を行いました。河辺小、新町小につきましては、耐震補強工事につきま

しては、今年度２１年度に実施しているところでございます。今井小につきましては２２年度実

施いたしまして、若草小については、今年度実施されております経済危機対策によりまして前倒

しによる耐震補強工事ということがございますので、校舎および屋内運動場の補強工事となって

おりましたが、今年度補正予算を９月に出しておりまして、補正予算が通りますれば、屋内運動

場につきまして今年度行う予定となっているところでございます。 

続きまして、その下にございます第三小学校校舎等耐震補強工事、その下の第五小学校校舎耐

震補強工事、また中ほどにございます第一中学校屋内運動場耐震補強工事、第三中学校校舎耐震

補強工事についてでございますが、こちらにつきまして平成２０年度実施したところでございま

す。こちらを２０年度実施したことによりました耐震化率につきましては、４９．６％となって

いるところでございます。 

続きまして、その下にございます第四小学校給水設備改修工事についてでございます。こちら

の事業といたしましては、東京都のモデル事業ということで、都から８０％の補助が出る事業で

ございます。学校の水を水道から直接飲めるようにするという事業でございまして、「おいしく

て安心で冷たい水」というスローガンのもとに、水道から直結して水道水を飲むといった事業で

ございます。平成２０年度は第四小学校で行ったわけでございますが、平成１９年度から事業を
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行いまして、１９年度が若草小学校、２０年度が第四小学校、２１年度、今年度は第一小学校を

実施しているところでございます。 

続きまして、一つ飛びまして小学校普通教室照明設備改修工事についてでございます。中ほど

ちょっと下にございます中学校普通教室照明設備改修工事とあわせて説明させていただきます

が、学校施設の照明の老朽化に伴いまして、照明を替えるということでございます。照明の替え

方につきましては、平成１６年に学校環境衛生管理マニュアルの照度の基準変更がございまして、

３００ルクスから５００ルクス以上にしなさいよといったことに伴いまして、順次行っていると

ころでございます。しかしながら、主な変更内容としては、老朽化して明るさがなくなったとい

うところから変更しているところでございます。２０年度につきましてはお示しの小・中学校で

ございますが、今年度につきましては５校を実施しております。小学校につきましては第四、第

七小学校、中学校につきましては西、吹上、第三中学校でございます。 

続きまして、その下にございます小学校低学年便所改修工事についてでございます。こちらに

つきましては、第三、第六、友田小学校についてでございます。トイレの改修の要望が、ＰＴＡ

の方々からも多いという点も考慮いたしまして、順次行っているところでございます。 

最後になりますが、下から３段目、中学校情報通信設備工事についてでございます。お示しの

とおり、霞台、泉の両中学校で２０年度行いました。これは校内ＬＡＮの工事でございます。小

学校につきましては、全校、校内ＬＡＮ工事が済んでいるところでございますが、中学校につき

ましては順次また行っていくというところでございます。 

以上でございます。 

【社会教育課長】 それでは社会教育部関係につきまして、まず社会教育課に関するものからご

説明を申し上げたいと思います。 

別紙３の１ページに７、子ども体験塾事業というのがございますが、これにつきましても学校

教育部となっておりますが、中に社会教育部の事業もございますので、ご説明をさせていただく

ということと、３ページの９番から１３番まで、それから４ページの２３番が社会教育の担当の

部門でございます。 

それでは、１ページの子ども体験塾事業についてご説明をさせていただきます。社会教育部関

係では、基本的にここに記載がございますように全部で７事業の子ども体験塾事業というのがご

ざいますが、社会教育関係で実施をしておりますのは３事業です。まず一番最初は「集まれ！青

梅っ子」という事業を実施してございます。これにつきましては、今年度は七輪陶芸を実施して

おりまして、高校生、大学生を中心とした実行委員会を設置して、七輪陶芸をテーマに実施し、

陶芸のほか山歩き、パンづくりを実施してございます。参加人員は２１人ということになってご

ざいます。それから、高校生の自然体験教室ということで、これにつきましても３年目を迎えま

すが、室戸の方に高校生を１４名連れて行きまして、体験をしていただいているという形になり

ます。もう一点、社会教育課ではないんですが、郷土博物館の事業として、子ども発掘体験塾と

いう事業を一緒に実施しております。あわせて、全部の子ども体験塾事業ということで、参加人
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員全体で２，１７７人と記載してあるとおりでございます。 

おめくりいただきまして、３ページ、社会教育部ということで、まず最初に情報通信技術講習

事業です。これにつきましては、ＩＴ講習会ということで、パソコンの初心者入門講座を１０講

座、それからエクセルとワードをそれぞれ６講座ということで、計２２講座を実施してございま

す。これにつきまして、受講者数として５２３人が受講してございます。 

それから、生涯学習事業ということで、先ほど部長の方からも説明させていただきましたよう

に、市民センターの方から社会教育課が中心となって生涯学習をするように、集中してやるよう

にということで、その１年目ということなんですが、一応社会教育課としては効率的な事業実施

をすること、それから幼児教育事業等を実施すること、環境や家庭教育事業の実施で現在の社会

の問題点をとらえた事業を実施していくことを中心に、４７教室、受講者数は５，０３１人でご

ざいました。２０年度に市民センターが市長部局に移って、生涯学習という観点から、子どもの

子育ての関係の市民センターを使う事業が非常に多くなってございます。そこのところは、以前

より成果になっているのかなというふうに考えてございます。 

１１番目の市民大学でございますが、これにつきましては４教室実施してございます。２０年

度につきましては、外国の方というか、外国に行ってらっしゃって、ご活躍をされている方を４

人お招きいたしまして、「外国から見た日本」というようなテーマで４教室を実施いたしました。

受講者数としては２４８人ということでございます。 

１２番目の学校開放講座の開催ということで、これにつきましては毎年やっておりますが、中

学校区で実施するということで、本年度は１０講座、２８４人、小学校を利用して実施したもの

が６回、中学校を利用して実施したものが４回というふうになってございます。 

１３番の放課後子ども教室推進事業でありますが、モデル事業ということで実施しております。

これにつきましては、４月８日から３月１８日までの４７日間、夏休みを通して実施しておりま

すが、延べ参加人員は２，７００人ということで、登録人数はおおむね１４０人という形で実施

をさせていただきました。 

おめくりいただきまして、市民会館の事業でございますが、２３番、市民会館施設整備事業で

ございますが、これにつきましては舞台の調光システムをデジタル化するということで、２０年

と２１年の２カ年で調光システムの改修工事を行うこととしております。２０年度につきまして

はデジタル化を実施したということでございます。 

以上でございます。 

【中央図書館管理課長】 それでは、３ページの１４、１５、１６の３事業についてご説明させ

ていただきたいと思います。 

１４の中央図書館事業の実施ということで、対面朗読サービスの実施。２０年３月に開館しま

した中央図書館では、サービスの一環としまして、視覚障害者の方々に、希望される図書を対面

で朗読をして聞いていただくサービスを開催させていただいております。なお、まだこのＰＲ等、

広報紙あるいはホームページで周知はしているんですが、なかなか利用者が増加といいますか、
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伸びきっていないということでございます。２０年度、月平均で３．５人という状況でございま

す。なお、この６万５，０００円につきましては、朗読を提供していただく図書館協力者に対し

ます報償金でございます。 

１５の子ども読書活動推進事業の実施でございますが、ブックリストの配布ということで、こ

れにつきましては保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校と、それぞれ年代に合いました本

を紹介するリストを作成しまして、各施設、学校等に配布してございます。この配布部数につき

ましては、２万１，６００部ということでございます。また、子ども読書活動推進事業の一環と

しまして、年２回講演会を開催しまして、これの講師報償金、それから先ほどのブックリストの

作成等の費用が３９万９，０００円ということになります。 

１６の分館図書館施設整備ということで、青梅図書館につきまして工事をさせていただきまし

た。駐車場整備につきましては、西多摩建設事業所の西工区、踏切のすぐ近くにこの事務所があ

ったわけですが、この土地を購入しまして、そこに１２台の駐車場を整備させていただきました。

また、耐震補強設計、それから高圧引込ケーブル改修、電気設備工事等をそれぞれ実施した金額

でございます。 

以上でございます。 

【社会教育部長】 続きまして、４ページをお開きいただきたいと存じます。１９番から２１番

までの３件につきましては、郷土博物館管理課の事業でございますので、私からご説明させてい

ただきます。 

最初に１9 番、埋蔵文化財保護・各種文化財調査事業でありますが、市内各１８０カ所の埋蔵

文化財につきまして、各種開発に先駆けた事前の記録保存のための発掘調査を実施いたしました。

２０年度は長淵四丁目の寺改戸遺跡内５５平方メートル以下７件、合計５８１．８平方メートル

の確認調査を行いました。また、その他の調査でありますが、武蔵御獄神社の神職の家、これは

おし（神主）家と呼んでおりますけれども、古文書調査と民俗技術調査の２件を行っております。 

次に２０番、指定文化財保存修理事業費補助でありますが、観音寺鐘楼、これは塩船観音のと

ころの鐘楼でございます。これは青梅市の指定史跡でございますが、この屋根修理のほか、都の

指定無形民俗文化財の沢井の獅子舞、森下陣屋の歌碑など、合計６件に対しまして事業費の補助

を行っております。 

続きまして、２１番、旧宮崎家住宅整備事業でございますが、昭和５４年、成木地区から移築

以来３０年が経過しております。経年劣化による茅葺き屋根の腐朽等が見られることから、２カ

年継続事業として、屋根の葺き替え等工事を計画いたしました。２０年度は初年度事業として屋

根葺き替え等設計管理委託を財団法人文化財建造物保存技術協会へ、また屋根葺き替え等工事を

株式会社田中木工へ委託しまして、茅などの材料の準備と基礎等の補修工事を２０年度は行った

ところでございます。 

以上でございます。 

【美術館管理課長】 美術館事業としましては、２２番をご覧ください。「ビエンナーレＯＭＥ
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２００９」ほか展覧会を５回、講演会を１回、音楽会を１回、一般向けの実技講座を２回、子ど

も向けの実技講座を２回、ギャラリーガイドを４回というふうな事業を実施いたしました。タイ

トルに出ております公募展の「ビエンナーレＯＭＥ２００９」ですけれども、内容等名称を変更

して実施いたしましたが、１５８点の応募がありまして、入選作が４１点ということで終わりま

した。 

以上でございます。 

【体育課長】 体育課の方の所管としましては、２４番から２９番までの事業。体育課におきま

しては青梅マラソン、また市民体育大会、オリンピックムーブメントほかの事業を主な事業とし

て掲載をしてございます。 

初めに、２４番のジュニアスポーツ教室の開催でございます。小学生を対象に、体育協会に委

託して実施したところでございます。週５日制が始まってから現在まで継続して実施していると

ころでございます。 

２５番の軽スポーツ普及でございます。キンボール交流大会の実施、なかなかキンボールとい

う名称をご存じない方も大勢おられるかと思いますが、大きなボールを４人で、一つのコートの

中でゲームをする種目でございます。これは青梅市の体育指導委員協議会が主幹で実施している

ものでございます。現在、小学生から大人まで、いろいろな場所で練習をしておりますが、この

普及を図るために、大会だけでなく各地区の体育指導委員が地区内にあります小学校、中学校、

ＰＴＡのほか依頼があった場合やこういうスポーツはいかがですか、というふうな形で学校に声

をかけて指導をしている事業でございます。その成果として、最終的にキンボール交流大会を実

施したということになっております。 

２６番の体力保持、増進（歩け歩け運動）事業の実施でございます。大きな目標として２０年

度取り組んだわけでございますが、地域の方との協働で地域のモデルコースをつくっていこうと

いうような事業でございます。この辺のところは、なかなか地域との調整ができず、課題として

実際的なウォーキング教室そのものができなかった。ただ、二俣尾地域におきましては、地域の

方とあわせてモデルコースをつくり、３キロぐらいのコースですが、整備ができたということで

す。また、永山公園の外周を回るコースの案内看板、案内表示をさせていただいたところでござ

います。 

２７番から２９番は、施設の整備でございます。２７番の運動広場の整備でございますが、市

有地の有効活用を目的としまして、旧市営住宅の跡地である長淵三丁目地内に運動広場の設置を

したほか、谷野運動広場の撤去・新設、ほかの補修工事とあわせて６件を行いました。 

また、２８番の水泳場の整備でございますが、従前ございました旧の中学校で活用しておりま

した梅郷市民センタープールの解体をし、これにつきましては昨日まで行いましたが、梅郷地域

にあります五小プールを活用してやるということで、昨年から実施をしているところでございま

す。 

最後になりますが、総合体育館の整備として、冷却塔の改修工事を実施したということです。 
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以上でございます。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

 大変多岐にわたっておりますので、報告のあった項目ごとにやっていきます。最初に、青梅市

全体の歳入歳出決算のご説明がありましたが、いかがでしょうか。 

新聞でちらっと見出しだけ見たんですが、青梅市は地方交付税の不交付団体であったのが交付

団体になったというようなことですが、この歳入歳出決算とかかわりがあるんでしょうか。 

【学校教育部長】 広く申しますれば、そういうふうになるんでございますけれども、これは毎

年の需要額等を積算いたしまして、地方交付税関係の書類を出した中で決めていくことでござい

ます。ほんの束の間でございましたが、不交付団体になってまた交付団体と、こういうふうな形

でございます。現実的にはどちらがいいのかと申し上げますと、通常どこの市でもほとんどが交

付団体でございまして、不交付団体というのはよほどの財源を生む、何らかの手段があるところ

でなければ、なかなか難しゅうございます。ですから、交付団体になっても、それが一概に悪い

ということはなりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

【委員長】 わかりました。見出しだけ見ましたので、ちょっとそういう感じがしただけで。 

そのほかにいかがでしょうか。やはり税収の落ち込みが大きいのですかね。よろしいですか。 

それでは、次に教育費の決算に入ります。両部長から五つの基本方針に沿いまして、総括的な

ご説明をいただきました。 

これはみんな我々が承知して、教育委員会でも議論があったものばかりでありますが、いかが

でしょうか。特にご質問、よろしいですか。 

後で戻ってももちろん構いませんけれども、（２）教育費の決算状況、歳入決算・歳出決算の

状況、これが数字が並んでいるもので、そして（３）の主な施策の実施状況、これは数字ととも

に各課長さんから具体的な説明をいただきました。この（２）（３）についでいかがでしょうか。

それぞれの施策について、金額とそれから成果と課題もお知らせ願ったわけであります。 

例えば、子どもいきいき学校づくり、恐らく数年前のスタートのときには３，０００万以上の

予算から出発しまして、２０年度はその半分。これは単に半分に減ったというよりは、いろいろ

成果があって、その成果の上積みの部分もあるので、単に減ったというとらえ方は、我々教育委

員会もしていないのですが、今後の見通しみたいなもの。正確な数字は結構ですが、今後この事

業がどういう方向にいくのか、この辺がもしわかればお話し願いたいと思います。 

【指導室長】 今、ご指摘いただいたとおり、やはり何年かにわたる成果が出ております。成果

は出ているんですけれども、学校によっては三つも四つもテーマを決めながらやってきて、それ

で予算がかかっている場面がありました。ここにきて、１５、１６、１７の３年後の１８年度く

らいから、もう少し焦点化していこうじゃありませんかと。各学校で１５年度からやってきた中

で、うちの学校の特色はこれだという形でだんだん特色化してまいりました。それにあわせて予

算も減ってきたわけです。今後はさらにその傾向を強め、もうかなり備品も整いましたし、それ

から自分たちが進めてきたことが明らかなので、それをどんどん濃縮したことにしていくという
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形で、当然予算の方も少しずつ減らしていきながら、ただ内容的にはもちろん実は上げていくと

いうような、そういったことで考えております。 

【委員長】 なるほど。わかりました。 

 いかがでしょうか。 

【委員】 子どもいきいき学校づくりの部分について伺いたいんですけれども、平成１５年から

の継続ということで、校長先生や職員もかわってくると思うんですけれども、そういう意味で焦

点化されていったということはいいことである反面、それが先生方がかわることによってうまく

回らなくなってしまうというようなことはないんでしょうか。 

【指導室長】 基本的にこの子どもいきいき学校づくりで何を行うかというのは、その地域の環

境ですとか、地域の子どもたちに何か特色づけてあげたいなということなので、基本的には校長

や教職員がかわっても、ある程度、一環したものはできるという考えでおります。しかしながら、

今ご指摘のとおり、例えば大変栽培の活動に顕著な効果、それから取り組みをしていたある学校

があるんですけれども、その中心となっていた教員が定年を迎えてしまって、非常に苦労したと。

結局は、そのノウハウをうまく伝えられていなかったということなんです。これではまずいとい

う形で、定年された後もノウハウを教えに来ていただいて、またそれを引き継いでいくという形

です。ですから、ご指摘のとおり、教員がいなくなったら、中心となっていた人間がいなくなっ

たらすたれてしまうということは、根本的におかしいわけでありまして、この学校ではこういう

地域の方がいらっしゃる、こういう自然環境があって、そしてこういうような教育目標があって、

じゃあこれはどんどん特色としていこうというので、そうころころ変わるはずはないんですけれ

ども、あとは態勢の問題だと思います。 

【委員長】 継続が大変難しい。金額的な問題ではなくて、私はもうちょっと裏を見ると、学校

の負担も考えなければいけないような気がするのです。例えば、毎年３，０００万円が学校に来

たときに、むしろ学校がもう逆に受け身になってしまって、何かやらなくてはならないという負

担という面も、現実問題にはあるのではないかと思います。その辺、今いったように、花火で終

わってしまうことも現実的にはあり得ると思うのですが、相当学校に活を入れたという成果は、

教育委員会としては十分持っているし、自信を持っていい施策をしたと、こう考えています。 

今後のことも含めて、少しまたどういう方向に持っていったらいいのかということは真剣に考

えていただきたい。我々教育委員会ももちろん考えますので。 

【委員】 ある程度方向を見直していくとか、各校が継続していくとなると、やはりそれなりの

予算というのが必要になってくるというふうに私は思いましたので、だんだん金額が減っていっ

ているようではありますけれども、やはりその辺も何年かで終わってしまうという計画ではなく

て、ある程度続けていくというような観点で進めていく必要があるのではないかなと思います。 

【委員長】 今後の方針で、そういう観点もぜひ必要であるとは思いますので、よろしくお願い

いたします。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 
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【委員】 特別支援教育学習支援員の配置のことですけれども、１日３時間、週３日を小学校で、

あるいは１日３時間、週５日のところもあるというお話でしたけれども、さらにこれを、例えば

学級数にあわせて支援員の数をふやしていくということはないのですか。支援員という人たちが

どういう資格というか、要件を充たした方かということがちょっとよくわかりませんけれども、

本当に今、各学校でそういう学習の支援や生活指導の支援を必要としている子どもたちがふえて

いるのかと思うんです。ですから、さらにこの部分の予算をふやしていけるような見通しを持っ

ていってほしいなというふうに思うんです。 

【委員長】 この支援員の予算は、都の予算ですか。 

【教育指導担当主幹】 今のお話ですけれども、実はこの特別支援員も、担当主幹の方で持って

いる予算、市の予算とは別に、指導室の別予算の方で、各小学校に２日間、中学校についても東

中を除く中学校１０校に１日３時間、週２日ということで配置をしてございます。それによって、

週５日間は最低だれかが支援員としてその学校に入っていくということで、今ご指摘のとおり、

全学級にそういった人が１人ずつ入れば一番いいわけですけれども、なかなかそこまでは難しい

というところもございまして、学校の中で特に必要な児童・生徒がいるクラスに入って支援をし

ていく。あるいは、廊下を巡回しながら、各教室の様子を見ながら、特に必要だと思われるとこ

ろに入っていく。あるいは、教室を飛び出してしまった児童・生徒に対して、別室で落ち着かせ

たり、指導するというような形で、各学校でその学校の児童・生徒の実態に応じて、この支援員

の方を使っていくということがあると思います。 

もう一つは、ご指摘のとおり、特別な支援が必要な子がふえているという中で、適正就学とい

う視点に立って、就学指導委員会の充実を図っていき、通級指導であるとか、固定のそういった

特別支援学級の方に子どもたちを入れていくというようなことも同時に進めてまいらなければ

ならないなというふうに考えております。 

以上でございます。 

【委員長】 よろしいですか。それでは報告として承ったということにさせていただきます。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

２ 平成２１年度教育費補正予算について 

【委員長】 続いて報告事項２、平成２１年度教育費補正予算について説明願います。 

【学校教育部長】 それでは、お手元の報告資料２にもとづきまして、平成２１年度９月議会、

これから開会されるわけでございますが、そこに上程されます平成２１年度一般会計補正予算

（第３号）についてご報告申し上げます。 

 教育費につきましては、補正前の額６８億１，７７２万４，０００円に、１億７，２５９万円

を追加いたしまして、６９億９，０３１万４，０００円に増額しようとするものでございます。 

補正の内容でございますけれども、学校教育指導経費につきましては、学校と地域との健全育

成連携事業におけるサポートチーム、これにかかる講師報償金および事務用消耗品、並びに小学

校１校、中学校１校を対象とするスポーツ教育推進校事業にかかる消耗品費、これら合計１４０
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万円を追加しようとするものでございます。 

次の段の特別支援学級（情緒障害）経費（小学校費）とございますけれども、これにつきまし

ては平成２２年４月に開設する予定でございます第二小学校特別支援学級の準備経費といたし

まして、消耗品費、電話回線設置等にかかる費用、それから指導管理用の備品購入費、こういう

ふうなものを合計いたしまして１３０万４，０００円を追加しようとするものでございます。 

次に、小学校施設整備経費につきましては、若草小学校で耐震補強工事を追加して行うわけで

ございますが、そのほか、校舎等の耐震化を行う学校への支援業務、これを行う支援員と申しま

すか、そういうものを雇うような委託料および地域活性化・公共投資臨時交付金対象事業となり

ます小学校９校の空調機改修工事費、これらを合計いたしまして５，７２１万６，０００円を追

加しようとするものでございます。 

次に、第二小学校校舎改築事業経費につきましては、この工事を行う前の段階といたしまして、

周辺の環境調査をすることが義務づけられておりまして、この委託料。それから改築工事の準備

にかかる南校舎改築工事等、種々の工事費、これらを合計いたしまして１，６９１万１，０００

円を追加しようとするものでございます。 

次に、若草小学校屋内運動場耐震補強事業経費につきましては、地域活性化・公共投資臨時交

付金対象事業として、新たに体育館の工事を実施するための費用、５，７１４万５，０００円を

追加しようとするものでございます。 

次に、各種行事実施等経費（中学校費）につきましては、毎年青梅信用金庫から指定寄附金を

ちょうだいいたしておりまして、それを原資といたしまして、今年度は総合球技大会の男子バス

ケットボールにかかる優勝旗に充てさせていただくための５０万円を追加しようとするもので

ございます。 

次に、中学校施設整備経費につきましては、地域活性化・公共投資臨時交付金対象事業として、

新たに中学校４校の空調機改修工事費、これら合計２，９５３万１，０００円を追加しようとす

るものでございます。 

次に、社会教育の方を続けて私の方から説明させていただきます。 

社会教育一般経費、下から２段目のスポーツ教室実施経費および最下段の一般体育施設管理経

費の備品購入費につきましては、先ほどの中学校と同様に、青梅信用金庫からの指定寄附金を原

資といたしまして、それぞれ幼児教室用の巧技台、それから市民センター用の柔道の畳、永山体

育館用の卓球台、これらに充てて購入しようとする費用、合計８４万７，０００円を追加させて

いただこうとするものでございます。 

次に、美術館管理経費および美術館施設整備経費につきましては、地域活性化・経済危機対策

臨時交付金対象事業といたしまして、美術館監視カメラ一式の購入費、および散策路改修工事等

にかかる工事費、合計７５８万３，０００円を追加しようとするものでございます。 

最後に、中央図書館管理運営経費につきましては、損害賠償請求調停事件にかかる弁護士報酬

１５万３，０００円を追加しようとするものでございます。 
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以上、９月議会に上程されます予定の補正案件に関するご報告とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

【委員】 社会教育一般経費の中に巧技台一式とありますが、これは何でしょうか。 

【社会教育課長】 要するにいろいろな形にして、子どもさんが上ったり降りたりできるもので、

組み立てていろいろな形に変えることができ、子どもさんのために幼児教育の中で、必要なとこ

ろで組み立てて使っていただくという形になります。今、小曾木市民センターとかにはあるんで

すけれども、今後今井に置く予定でございます。 

【委員長】 よろしいですか。私も初めて聞きました。 

【社会教育課長】 便利なものらしいです。 

【委員長】 よろしいですか。それでは報告として承ったということにさせていただきます。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

３ 平成２０年度青梅市学校給食会会計決算について 

【委員長】 続きまして報告事項３、平成２０年度青梅市学校給食会会計決算について説明願いま

す。 

【給食センター所長】 平成２０年度青梅市学校給食会会計決算についてご説明をさせていただき

ます。 

この決算報告につきましては、青梅市学校給食会運営要綱第１０項、「学校給食会の会計決算は、

年度終了後２カ月以内に作成し、事業報告書とともに監事の意見を付し、理事会の承認を経て、教

育委員会に報告しなければならない」との規定にもとづきまして、今回の教育委員会にご報告させ

ていただくものでございます。 

まず、学校給食会監査および理事会の開催経過でございますが、監査および理事会を去る平成２

１年７月２７日に開催いたしまして、平成２０年度青梅市学校給食会事業報告と会計決算につきま

して、監事および理事のご承認をいただいております。 

監査では、決算書にもとづきご説明申し上げ、監事には学校給食会の収入・支出などの係数の検

証と、学校給食会預金の残高証明書にもとづく預金通帳の残高につきまして、ご確認をいただきま

した。その結果、平成２０年度青梅市学校給食会会計決算書は、青梅市学校給食会運営要綱並びに

青梅市学校給食会会計事務要領に準拠して作成され、各帳簿等適正な処理がされていると認められ

ました。さらにその後開催いたしました理事会においても、学校給食会会計決算について説明をさ

せていただき、ご審議の上、原案どおり承認されたところでございます。 

以上が、学校給食会監査および理事会の経過報告でございます。 

それでは、平成２０年度青梅市学校給食会会計決算について、お手元にご配付をさせていただい

ております報告資料３、平成２０年度青梅市学校給食会会計決算書にもとづき、ご説明をさせてい

ただきます。 

まず、収入の部でございますが、一番下の行、合計欄をご覧ください。調定額の総額が、左から
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３列目にありますとおり、５億８，６７０万７，８２０円となりました。これに対しまして収入済

額が、その右の欄にございます５億６，４５２万７，３６６円となりました。さらにその右の欄に

ありますとおり、３３３万３，７７６円を不納欠損処理させていただきました。その結果、右の欄

にありますとおり、調定額から収入済額および不納欠損額を差し引いた収入未済額は１，８８４万

６，６７８円となっているところでございます。 

続きまして下の表、支出の部でございます。表の最下段の合計欄、右から３列目にありますとお

り、支出済額は５億６，０２５万３，０５９円となりました。この結果、収入済額５億６，４５２

万７，３６６円から、支出済額５億６，０２５万３，０５９円を差し引いた額４２７万４，３０７

円が、一番下の欄外に記載してあります収入支出差引残高となりまして、この金額を翌年度に繰り

越させていただくわけでございます。 

次に、ページをおめくりいただきまして、平成２０年度学校給食費学校別収入状況（現年度）を

ご覧ください。 

この表は、各学校等の給食費の収入状況を示す表でございます。小学校の収入率は、表の中ほど

小学校計の行、右から３列目にありますように９９．２１％。中学校につきましては、下から２行

目の中学校計の行、右から３列目にありますように、収入率が９８．８１％となり、小・中学校全

体では表の一番下の行のとおり、収入率は９９．０６％となったところでございます。 

前年度と比較いたしますと、一番右の列のとおり、小学校は０．０４ポイントの増加、一方中学

校では０．１８ポイントの減少、合計でも０．０４ポイントの減少となったところでございます。 

続きまして、次のページ、学校給食費未収繰越分年度別収入状況をご覧ください。表の右側、合

計の欄、下から３行目にあります収入率は１５．４０％となり、前年度収入率１１．５４％に対し、

３．８６ポイント増となったところでございます。 

続きまして、最後のページでございます。平成１５年度分学校給食費収入未済額の年度別収入状

況についてでございます。こちらは平成１５年度分の収入未済額につきまして、平成２０年度まで

５年間にわたり徴収を続けてまいりましたが、最終的に３２０万７，２６３円が未収となり、５年

間経過しているということで、不納欠損処理をさせていただいたものでございます。 

なお、資料がなくて恐縮でございますが、給食会の監事から監査に際しまして意見書の提出がご

ざいました。この意見書では、２点の要望をいただいておりますので、口頭で報告させていただき

ます。 

要望事項の１点目といたしましては、給食費の収入状況について、現年度収入率が対前年度比で

０．０４ポイント減少したこと、また未納繰越分については３．８６ポイント増加をしてはいます

が、各学校および給食センターが連携してより一層未収金回収に努められたい。２点目としては、

給食物資購入に当たっては、引き続き青梅市学校給食用物資納入基準の適正な執行に努められたい。

との意見書をいただいたところでございます。 

以上で、平成２０年度青梅市学校給食会会計決算につきましての報告とさせていただきます。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 
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各学校、徴収に際してはご努力いただいて大変だろうとは思うのですが、監査の方からもありま

したように、より一層未収金を減らすようにお願いしたいと思います。 

 よろしいですか。それでは報告として承ったということにさせていただきます。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

   ８ 諸報告 

(1) 委員会等会議録 

ア 青梅市立学校給食センター運営審議会会議録（学校給食センター） 

(2) 事業等の実施予定について 

ア 第４４回青梅マラソン大会出場者募集要項について（体育課） 

イ 第２０回青梅市民スポーツ・レクリエーションフェスティバルについて（体育課） 

(3) 事業等の実施結果について 

ア 第４３回東京都市町村総合体育大会の結果について（体育課） 

 
【委員長】 続きまして報告事項４、諸報告ですが、あらかじめ各委員には、事前に目を通して

いただいておりますので、何かご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。 

【体育課長】 一言ご説明を申し上げたいと思います。 

諸報告の（２）事業等の実施予定でございます。青梅マラソンの開催要綱の色刷りのパンフが

入ってございます。ことしはこのようなデザインで、これは募集用のポスターでございまして、

インターネットその他の場面で全部やっていきたいというふうに思っております。なお、９月１

日から１１月３０日までが申し込み期間で、来年の２月２１日が青梅マラソンの開催になってお

ります。また、当日、ジュニアロードレースということで、市内の小・中学生、また西多摩地域

等の参加を求めて希望をとってまいりますので、その際には協力をお願いしたいと思います。 

また、（３）の事業等の実施結果で、市町村の総合体育大会の実施結果でございます。７月４

日から８月２日まで行われました大会で、男子が２位、女子が６位で、総合第２位という、東京

都の市町村総合体育大会で優秀な成績をおさめられたことをご報告申し上げます。 

以上でございます。 

【委員長】 よろしいですか。それでは報告として承ったということにさせていただきます。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

日程第４ 議案審議 

議案第 ９号 青梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

【委員長】 次に議案審議に移ります。議案第９号青梅市立学校給食センター運営審議会委員の

委嘱について、を議題といたします。説明をお願いいたします。 

【給食センター所長】 それでは、お手元にご配付をさせていただいております議案第９号、青

梅市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について、ご説明をさせていただきます。 

本審議会委員の任期は、青梅市立学校給食センター条例第３条第４項の規定により、２年間と
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定められており、現在の運営審議会委員につきましては、平成２１年８月３１日をもって任期が

満了となります。 

つきましては、議案書に記載のとおり、○○教育委員ほか９名の方につきまして、青梅市立学

校給食センター運営審議会委員を委嘱しようとするものでございます。 

任期につきましては、先ほど申し上げました規定にもとづきまして、平成２１年９月１日から

平成２３年８月３１日までの２年間でございます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜わりますようお願い申し上げます。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

よろしいですか。それでは、これより採決いたします。 

本件を、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【委員長】 異議なしと認めます。よって、議案第９号青梅市立学校給食センター運営審議会委

員の委嘱について、は原案どおり可決されました。 

 
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

議案第１０号 青梅市民会館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

【委員長】 次に、議案第１０号青梅市民会館条例施行規則等の一部を改正する規則について、

を議題といたします。説明をお願いいたします。 

【社会教育課長】 議案第１０号青梅市民会館条例施行規則等の一部を会計する規則について、

ご説明を申し上げます。 

 本案は、青梅市における公の施設の使用料減免に関する指針が制定されたことに伴い、社会教

育関係施設における使用料減免規定の見直しを行い、あわせて施設の有効利用等の観点から使用

申請手続に関する規定の整備を行うため、本規則の一部を改正しようとするものであります。 

なお、本案につきましては、さきの第６回青梅市教育委員会臨時会において、青梅市民会館条

例施行規則等の一部を改正する規則要綱についてご協議をいただきご決定をいただきました、青

梅市民会館、青梅市図書館、青梅市釜の淵市民館、青梅市ふれあいセンター、青梅市総合体育館、

青梅市体育施設、青梅市美術館の７条例施行規則を改正するものであります。 

改正の内容につきましては、施設予約システムを利用した場合の使用申請手続、承認書の受領

期間等の改正、使用料の減免に関する規定の改正、別表の記載方法・様式等、所要の規定の整備

を行う改正であります。 

なお、施行期日でございますが、すべての条例施行規則について公布の日とさせていただき、

経過措置として、改正後の各規則、すべての規定については、平成２２年１０月１日以後の各施

設の使用について適用し、同日前の各施設の使用についてはなお従前の例によるということとし

ております。 

よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いいたします。 



 23

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

よろしいですか。それではこれより採決いたします。 

本件を、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【委員長】 異議なしと認めます。よって、議案第１０号青梅市民会館条例施行規則等の一部を

改正する規則について、は原案どおり可決されました。 

 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

議案第１１号 青梅市図書館 運営協議会委員の委嘱について 

【委員長】 次に、議案第１１号青梅市図書館運営協議会委員の委嘱について、を議題といたし

ます。説明をお願いいたします。 

【中央図書館管理課長】 それでは中央図書館管理課から、議案第１１号青梅市図書館運営協議

会委員の委嘱につきまして、ご説明させていただきます。 

委員の任期でございますが、２年の任期で、来る９月３０日をもちまして、この任期が満了す

ることに伴い、青梅市図書館条例第１７条の規定にもとづきまして、標記の委員８名を新たに委

嘱しようとするものです。 

現在の委員数は７名でございますが、平成２０年３月１日付けで青梅市図書館条例が改正され、

委員数が８名以内となりましたので、今回新たに小学校校長会からご推薦いただきました委員１

名を加え、委員総数を８名とさせていただきました。 

なお、委員の任期は、平成２１年１０月１日から平成２３年９月３０日までの２年間です。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

よろしいですか。それでは、これより採決いたします。 

本件を、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【委員長】 異議なしと認めます。よって、議案第１１号青梅市図書館運営協議会委員の委嘱に

ついて、は原案どおり可決されました。 

 
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

議案第１２号 青梅 市立学校施設の開放に関する条例施行規則の制定について 

【委員長】 次に、議案第１２号青梅市立学校施設の開放に関する条例施行規則の制定について、

を議題といたします。説明をお願いいたします。 

【体育課長】 議案第１２号青梅市立学校施設の開放に関する条例施行規則の制定につきまして、

ご説明申し上げます。 

本案は、青梅市立学校の開放に関する条例制定に伴いまして、条例の施行について必要な事項
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を定めるため、本規則を制定しようとするものであります。 

なお、本案はさきの第６回青梅市教育委員会臨時会で青梅市立学校の開放に関する条例施行規

則要綱についてご協議いただき、ご決定をいただいております。この条例の施行規則を制定する

ものでございます。 

制定の主な内容でございますが、簡単にご説明申し上げたいと思います。 

施設の使用料の納入方法と減免規定の整備を新たに定めるほか、様式等の所要の規定の整備を

行うものでございます。 

使用料の納入方法につきましては、さきにもご説明申し上げましたが、回数券を事前に有料で

交付し、この回数券を使用承認書の交付のときに添付していただく方法といたしました。回数券

の交付につきましては、総合体育館、社会教育課、市民活動推進課、各市民センターで対応する

こととしております。 

次に、使用料の減免規定でございますが、自治会、体育振興会および当該校のＰＴＡを免除団

体に規定したほかは、他の体育施設等と同様でございます。 

なお、施行期日は公布の日とさせていただき、経過措置として第７条第３項の使用料の納入、

第８条の回数券の交付、第１０条の使用取消しの申し出および第１１条の還付に関する規定は、

平成２２年１０月１日以後の開放施設の使用について適用することとしております。 

また、現行の青梅市立学校の開放に関する規則は、廃止をします。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

【委員長】 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見等ございますか。 

よろしいですか。それでは、これより採決いたします。 

本件を、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【委員長】 異議なしと認めます。よって、議案第１２号青梅市立学校施設の開放に関する条例

施行規則の制定について、は原案どおり可決されました。 

 
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 

日程第５ 委員長閉議および閉会宣言 

【委員長】 以上で、予定された案件についてはすべて終了いたしました。 

その他何かありますか。 

【総務課長】 新型インフルエンザに関しまして、ご報告をさせていただきたいと存じます。 

 ８月に入りまして、市内でもインフルエンザ患者が急増している状況にあるということでござ

います。昨日、８月２５日（火）から２学期が始まる小・中学校があることを踏まえまして、８

月２１日（金）に開催いたしました校長会におきまして、お手元の事務連絡にありますように、

２学期以降の新型インフルエンザへの対応につきまして、感染拡大の防止を徹底するため、適切

な対応をお願いしたところでございます。 
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それでは、小・中学校長あてに作成いたしました８月２１日付けの事務連絡につきまして、ご

説明させていただきたいと存じます。 

まず、記の１番でございますが、児童・生徒への指導ということで、児童・生徒に発熱等体調

不良がある場合は、無理をせず登校を控えるよう指導するとともに、保護者にもその旨伝えるよ

うお願いいたしました。また、インフルエンザ様の症状がある場合には、速やかに医療機関を受

診するよう勧め、医師の指示に従うよう指導をお願いしたところでございます。 

このインフルエンザ様症状でございますが、下のアスタリスクのところにありますように、３

８度以上の急な発熱かつ急性呼吸器症状、いわゆる鼻汁もしくは鼻詰まり、咽頭痛、咳のうち一

つ以上というようなことで、インフルエンザ様症状というふうにいっております。 

そのほか、児童・生徒に対しまして、基本となります手洗い・うがい・咳エチケットを励行す

るよう、指導をお願いしたところでございます。 

次に、学校における取組といたしまして、児童・生徒等の健康観察の徹底を図っていただき、

患者の早期発見に努めていただくこと。また、原則として同一学級または部活動単位等になりま

すけれども、同一集団におきまして７日以内にインフルエンザ様症状による２名以上の欠席者に

ついての調査をお願いしてございます。これにつきましては、いわゆるクラスターサーベイラン

スという言葉で表現される調査でございます。この調査による欠席者につきまして、今回様式は

つけておりませんが、新たに様式をつくりまして、毎日１０時までにファックスで教育委員会の

方に報告していただくということをお願いしてございます。総務課の方で情報を一元化いたしま

して、クラスターサーベイランスに当たる場合には、総務課から西多摩保健所の方に連絡すると

いう態勢をとらせていただくというところでございます。 

一つ飛びまして、４の２学期始業日当日の対応でございます。学校では、保護者に対しまして、

始業式当日の朝、児童・生徒等の健康チェックを行っていただき、熱や咳、咽頭痛等の症状があ

った場合には、無理をせず登校を控えるよう周知をお願いしたところでございます。 

また、始業式当日朝、学級ごとに児童・生徒等の健康観察を行っていただき、インフルエンザ

様症状のある児童・生徒等が登校していた場合は、速やかに保健室に移動させ、健康状態のチェ

ックを行い、症状のある児童・生徒等が多く見られた場合には、学級ごとに始業式を行うなど、

健康状態に応じた対応をお願いいたしました。 

次に５の２学期以降の学校での対応でございます。集団感染が起きる可能性が学校は非常に高

いということから、集団感染を防ぐため、児童・生徒等の健康観察に努めるとともに、基本であ

ります手洗い・うがい・咳エチケットの励行をお願いする。また、学校活動におきまして、日ご

ろから健康観察の徹底を図り、体調不良者の早期発見に努めていただく。発熱等の症状が見られ

た場合は、速やかに保健室で健康状態のチェックを行い、下校させ、医療機関に受診させるなど、

児童・生徒等の健康管理に万全を期していただきたい旨、お願いいたしました。 

学級閉鎖につきましては、インフルエンザ様症状による欠席があった場合、現時点では従来か

らの学級閉鎖の基準、いわゆる大体クラスの１５～２０％ぐらいの欠席者が出た場合の学級閉鎖
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ということでございますが、現在の段階ではこれで対応を行うということでお願いしてございま

す。 

なお、児童・生徒が新型インフルエンザを発症した場合は、関係機関と協議した上での対応と

なることも想定されますので、その都度、相談をお願いしたところでございます。 

次の６の家庭での対応につきましては、（１）から（４）までの内容を網羅した通知文等によ

りまして、保護者に通知をしていただくことをお願いしたところでございます。 

最後の７、新型インフルエンザ発生時の各家庭への周知でございますが、こういう場合に家庭

にその旨を周知する際には、プライバシー等の問題もございますので、原案を教育委員会へ事前

に送付いただきまして、その内容につきまして教育委員会では関係機関等と調整をさせていただ

き、その旨ご回答させていただくと、そのようなお願いを申し上げました。 

家庭での対応につきまして、６番に記載がございますが、これにつきましてはもう一つの資料

を配布させていただきましたが、青梅市教育委員会と各学校長の連名で、保護者の方に通知を出

す場合の見本ということで作成をさせていただいております。２学期以降の新型インフルエンザ

対応についてということで、保護者各位、記以下７項目にわたりましてお願いの文章、最後に問

い合わせ先、これの見本ということで、各学校の方には送付させていただいたところでございま

す。 

もう一点ですが、昨日、青梅市の感染症対策本部会議が開かれまして、健康課の方から市内医

療機関におけるインフルエンザ患者の受診状況につきまして報告がございました。冒頭申し上げ

ましたとおり、８月に入りまして非常にインフルエンザ様の症状で医療機関を受診する方がふえ

ているというような状況がございます。８月１日から２２日までの３週間で、１１０人を超える

方が医療機関を受診されておるというような状況でございます。そのうち、未就学児から高校生

までが約６０％を占めているという情報が、健康課の方から報告されたという状況でございます。 

インフルエンザに関する報告は以上でございます。 

【社会教育課長】 関連して。実は私どもの事業で、青少年リーダー講習会というのがありまし

て、宿泊を伴うものでした。８月２０日から８月２３日の予定で那須の方に行った件で、１人発

症をいたしました。発症したのが８月２１日（金）の晩でした。那須の方の指定医療機関にかか

りましたら、新型インフルエンザ様症状、Ａプラスという症状が出まして、その場でその研修を

終了して、翌日の土曜日に連れ帰ったということと、参加している方の保護者の方に全部来てい

ただいて説明をさせていただきました。その参加者の中でお２人、新町小の生徒さんですけれど

も、同じクラスの生徒さんが発熱しまして、現在はもう既に５日たっておりますので、３名の方

は熱が下がりまして、一応通常の生活を送っています。ほかの参加者については、保健所等で指

導を受けまして、１週間が潜伏期間ということですので、今うちの職員の対応で、毎朝参加者の

発熱等の状況を調べています。現状では皆さん健康ということで、報告を受けております。 

以上です。 

【委員】 ６月に予定されていました修学旅行、今度そろそろ始まっているところもあるような
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んですけれども、そちらの方への対応はどのようになっていますか。 

【指導室長】 ６月の時点で延期をした学校が６校ありました。その学校につきましては、６月

の半ば過ぎに行けた学校、それから８月の夏休み前に行った学校、それからつい最近行った学校

があります。残りは３校になっていまして、９月１日からと９月の終わりの予定です。無事に行

けるといいんですけれども、かなりはやってしまって、いろいろな対応が考えられます。６月の

時点では、逆にいえばインフルエンザのことでもって延期ができたんですけれども、今度９月の

時点で再延期という形になると、非常に難しい形になるのかなと。これは校長先生方も気になさ

っているところです。もし学校事情が許せて、再延期ということができるならば、学校としては

行かせたいし、私ども事務局の方としても、それをぜひ応援したいとは思っています。しかし、

実質的な問題で、９月の終わりにだめなところというのは、もう受験がありますので、３月にか

かるというと難しいところがあります。そういったことで、今、本当に祈るような気持ちでいる

のは、９月の段階で、今度はもう京都・奈良が蔓延しているというのではなくなっています。自

分たちが行けるかどうかという状況なので、広がらないような形。そして、もしも不幸にしてだ

めだった場合には、その代替えとして例えば一泊の何かでも、子どもたちに最後の思い出をつく

ってあげるようなことができないかということを、校長会の方でも考えているところです。 

第一中学校、それから第三中学校、泉中学校なんですね。無事に何とか行けるように願ってお

ります。 

【委員】 それと、保健室にインフルエンザの子どもが行くということになるんですけれども、

各学校の保健室に例えばマスクを用意してあるだとか、手洗いの消毒液があるとか、そういった

ような配慮はされているんでしょうか。 

【指導室長】 今回、例えばたくさん消毒液、それからマスクというものを用意したということ

はありませんけれども、保健室には学校用の石鹸ですとか、そういった消毒液がございます。マ

スクも非常に少ないものですけれども、あることはあります。ただ、ちょっとおかしいなと思っ

た場合、まず行かせないのが基本なんですけれども、ご家庭の方でもある程度、１学期から用意

しているので、そういうのを使うということがあると思うんです。有効に学校にあるものを丁寧

に使っていく。それからマスクなどは各ご家庭でまず用意していただくようなことも必要になっ

てくるかと思います。 

【委員長】 指導室長の立場で今お答えになりましたね。総務課長、今度は備品の整備といいま

すか、そういう立場でもしあればお願いします。 

【総務課長】 基本的には、今、指導室長にお答えしていただいたというところですけれども、

いずれにしましても学校配当の予算の中で対応をお願いしているところでございます。今後、学

校が、まだ数校始業式に入ったところでございますけれども、急激な感染拡大ということになっ

た場合には、検討をせざるを得ないなという認識ではいるところでございます。 

以上でございます。 

【委員長】 それでは、この件についてはご報告を承ったということにさせていただきます。 
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今後の日程について、総務課長から説明をお願いいたします。 

【総務課長】 今後の日程でございます。明日、８月２７日（木）、東京都市町村教育委員会連合

会の平成２１年度第３回研修推進委員会第２回常任理事会が午後１時から東京自治会館で開催さ

れます。○○委員にご出席をお願いしてございます。よろしくお願いいたします。 

次に、９月１８日（金）教育委員会の臨時会を予定させていただいております。よろしくお願

いいたします。 

その次、１０月８日（木）教育委員会の定例会を予定させていただいてございます。こちらに

つきましてもよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

【委員長】 以上で本日の日程は終了いたしましたので、閉会といたします。お疲れさまでした。 
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